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第 8 3 号 令和３ 年 1 1 月１ 日広 川 町 議 会 だ よ り

総
務
産
業
常
任
委
員
会
の
協
議

厚
生
文
教
常
任
委
員
会
の
協
議

〇
補
正
予
算
２
件

Ｑ

　
サ
ー
バ
ー
リ
プ
レ
イ
ス
事
業
の

メ
リ
ッ
ト
は
何
か
。

Ａ

　
令
和
５
年
度
が
、
統
合
サ
ー

バ
ー
見
直
し
の
時
期
に
な
る
。
統
合

サ
ー
バ
ー
に
移
行
し
た
ほ
う
が
コ
ス

ト
が
抑
え
ら
れ
る
。

Ｑ

　
Ｖ
Ｄ
Ｉ

シ
ス
テ
ム
は
、
一
般
財

源
で
支
出
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る

が
、
補
助
金
は
な
い
の
か
。

Ａ

　
補
助
金
は
な
い
が
、
交
付
税
の

対
象
で
あ
る
。

Ｑ

　
役
場
駐
車
場
整
備
予
定
地
は
、

圃
場
整
備
区
域
内
に
あ
る
。
隣
接
地

の
地
権
者
と
の
話
し
合
い
を
進
め
て

い
る
か
。

Ａ

　
説
明
し
、
了
承
を
得
な
が
ら
進

め
て
い
る
。

Ｑ

　
コ
ロ
ナ
禍
に
お
け
る
新
生
活
様

式
対
応
事
業
者
支
援
事
業
は
、
来
客

型
店
舗
を
対
象
と
し
て
い
る
も
の

の
、
飲
食
業
以
外
へ
の
支
援
が
少
な

い
の
で
は
。

Ａ

　
福
岡
県
の
経
営
革
新
実
行
支
援

補
助
金
が
あ
る
。
補
助
率
が
４
分
の

３
、
上
限
が
50
万
で
あ
る
。
こ
ち
ら

を
ご
案
内
し
て
い
る
。

Ｑ

　
有
害
鳥
獣
に
よ
る
被
害
が
頻
繁

に
出
て
い
る
。
新
た
な
対
策
、
研
究

を
し
て
い
る
か
。

〇
補
正
予
算
に
つ
い
て

Ｑ

　
体
育
設
備
点
検
委
託
料
は
、
ど

ん
な
と
こ
ろ
を
考
え
て
い
る
か
。

Ａ

　
小
中
学
校
の
備
え
付
け
の
バ
ス

ケ
ッ
ト
ゴ
ー
ル
の
点
検
等
を
考
え
て

い
る
。

Ｑ

　
ど
ん
な
業
者
に
委
託
さ
れ
る
か
。

Ａ

　
体
育
施
設
の
設
置
、
修
繕
等
を

行
っ
て
い
る
業
者
に
委
託
す
る
。

Ｑ

　
小
学
校
は
、
ジ
ュ
ニ
ア
サ
イ
ズ

で
、
大
人
で
あ
れ
ば
、
ダ
ン
ク
が
で

き
る
が
、
ぶ
ら
下
が
り
を
禁
止
し
て

い
る
か
。

Ａ

　
授
業
、
部
活
動
で
使
用
し
て
い

る
の
で
、
ぶ
ら
下
が
り
は
想
定
し
て

い
な
い
。
夜
間
休
日
に
は
、
社
会
体

育
施
設
と
し
て
貸
し
出
し
て
い
る
の

で
、
検
討
し
た
い
。

Ｑ

　
外
国
語
指
導
助
手
の
委
託
に
あ

た
っ
て
は
、
ど
の
よ
う
な
選
定
を
し

て
い
る
か
。

Ａ

　
プ
ロ
ポ
ー
ザ
ル
方
式
で
行
っ
て

い
る
。

※
プ
ロ
ポ
ー
ザ
ル
方
式
と
は

　
価
格
だ
け
で
は
な
く
内
容
を
重
視

し
、
選
定
す
る
方
式

〇
議
案
に
つ
い
て

Ｑ

　
特
定
公
益
増
進
法
人
と
は
、
ど

ん
な
も
の
か
。

Ａ

　
ワ
イ
ヤ
ー
メ
ッ
シ
ュ
等
で
、
農

地
を
囲
む
方
法
が
有
効
と
考
え
て
い

る
。
有
害
鳥
獣
の
広
域
協
議
会
と
一

緒
に
推
進
し
て
い
く
。

Ｑ

　
各
区
の
公
民
館
の
デ
ジ
タ
ル
化

の
要
望
は
あ
る
か

Ａ

　
不
安
な
行
政
区
も
あ
る
が
、
今

後
必
要
に
な
る
と
い
う
意
見
が
多

か
っ
た
。

Ｑ

　
設
置
に
つ
い
て
は
、
上
限
40
万

円
の
補
助
だ
が
維
持
費
は
ど
う
す
る

の
か
。

Ａ

　
各
行
政
区
の
負
担
で
あ
る
。

〇
議
案
に
つ
い
て

Ｑ

　
吉
里
牟
礼
線
橋
梁
下
部
工
工
事

の
工
期
は
い
つ
ま
で
か
。
ま
た
、
そ

の
内
容
は
。

Ａ

　
工
期
は
、
令
和
４
年
３
月
ま
で

を
予
定
し
て
い
る
。
内
容
は
、
橋
台

と
呼
ば
れ
る
台
座
を
造
り
、
そ
れ
に

合
わ
せ
た
護
岸
工
事
を
行
う
。

※
サ
ー
バ
ー
リ
プ
レ
イ
ス
事
業
と
は

　
シ
ス
テ
ム
安
定
の
た
め
経
年
劣
化

し
た
サ
ー
バ
ー
を
更
新
す
る
こ
と
。

※
Ｖ
Ｄ
Ｉ

シ
ス
テ
ム
と
は

　
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
強
化
の
た
め
パ
ソ

コ
ン
を
仮
想
化
す
る
技
術

Ａ

　
教
育
ま
た
は
科
学
の
振
興
、
文

化
の
向
上
、
社
会
福
祉
へ
の
貢
献
、

そ
の
他
公
益
の
増
進
に
著
し
く
寄
与

す
る
法
人
で
あ
る
。

Ｑ

　
特
定
公
益
増
進
法
人
等
に
対
す

る
寄
付
金
の
う
ち
、
「
出
資
に
関
わ

る
業
務
に
あ
て
る
寄
付
金
」
は
、「
税

額
控
除
の
対
象
と
な
る
寄
付
金
か
ら

除
外
す
る
」
と
い
う
こ
と
だ
が
、
ふ

る
さ
と
納
税
へ
の
影
響
は
あ
る
か
。

Ａ

　
学
校
や
独
立
行
政
法
人
、
日
本

赤
十
字
社
、
社
会
福
祉
法
人
等
に
対

す
る
寄
付
金
の
中
で
、
出
資
に
関
す

る
業
務
に
あ
て
る
寄
付
金
は
、
控
除

の
対
象
か
ら
除
外
す
る
と
い
う
も
の

で
あ
る
。
ふ
る
さ
と
納
税
は
該
当
し

な
い
。

Ｑ

　
特
定
公
益
増
進
法
人
等
へ
の

「
出
資
に
関
わ
る
業
務
に
あ
て
る
寄

付
金
以
外
」
の
寄
付
は
、
証
明
等
の

手
続
き
が
必
要
か
。

Ａ

　
所
得
税
、
住
民
税
の
税
額
控
除

で
証
明
す
る
た
め
に
は
、
寄
付
を
受

け
た
法
人
か
ら
の
証
明
が
必
要
で
あ

る
。

Ｑ

　
住
民
へ
の
周
知
は
ど
う
の
よ
う

に
す
る
か
。

Ａ

　
確
定
申
告
前
に
、
広
報
誌
等
で

周
知
す
る
。


